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平成22年12月22日

【照会先】

報道関係者 各位 第三部会担当審査総括室

室長 鈴 木 裕 二

（直通電話） 03-5403-2172

エッソ石油（一時金配分内訳の不明示等）不当労働行為再審査事件
（平成13年(不再)第12号）命令書交付について

中央労働委員会第三部会（部会長 赤塚信雄）は、平成22年12月21日、標記事件に関する

命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は、次の通りです。

【命令のポイント】

～団体交渉において一時金の会社配分の内訳を明示しなかったこと、および労使で妥結

した通りに一時金を支払わなかったことが、不当労働行為に当たらないとした事案～

１ 会社は、一時金のうち会社の裁量で配分する部分について、組合員自身で計算が可

能なまで相当具体的に説明しており、組合からの要求に誠実に対応していると判断

できるため、団体交渉態度に不当労働行為は認められない。

２ 会社が、妥結内容に従い算出される理論的な原資総額通りに一時金を支払わなかっ

たとしても、会社が組合の組合員のみを狙って敢えて少なく支給し、組合の弱体化

を図ったとは認められないので、不当労働行為は成立しない。

Ⅰ 当事者

再審査申立人 ： スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合（以下「組合」）〔大

阪府豊中市〕、組合員数33名（H12.1.21現在）

再審査被申立人 ： エクソンモービル有限会社（以下「会社」）、初審申立時はエッソ石

油株式会社〔東京都港区〕、従業員数1000名（H12.1.21現在）

Ⅱ 事案の概要

本件は、会社が、昭和50年度以降、一時金に関する団体交渉（以下「団交」）において、

会社裁量で配分する部分（以下「会社配分」）の内訳を専門職・非専門職別、評価別、基

本給別に明示して、組合と協議しなかったこと、および一時金の会社配分を妥結内容通り

に全額支給しなかったことが、労働組合法第７条の不当労働行為に該当するとして、大阪

府労働委員会（以下「大阪府労委」）に救済申立てがあった事件である。

大阪府労委は、平成９年度以前の一時金に関する団交および同年度夏季一時金以前の一

時金の支払については、妥結時期および支払日から１年以上経過した後の申立てであるか

ら、組合の救済申立てを却下すること、および同年度冬季一時金および平成10年度一時金

の支払ならびに同年度一時金に関する団交における会社の対応に不当労働行為は認められ

ないとして、組合の救済申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として再審査を申し

立てた。
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Ⅲ 命令の概要

１ 主文 本件再審査申立てを棄却する。

２ 判断の要旨

(1) 平成９年度以前の一時金に関する団交および同年度夏季一時金以前の一時金の支払

について、申立期間が徒過していないか。

昭和50年度一時金から平成９年度一時金までの各一時金の団交および支払に関する

救済申立てのうち、同年度冬季一時金の支払に関する申立て以外の申立ては、いずれ

も１年を経過した後の申立てであるから却下する。

(2) 一時金の会社配分に関する団交における会社の対応は不誠実であったか。

会社は、一時金の会社配分について、組合員各人がそれぞれ自己の具体的な会社配

分がどれだけになるかを確認し得る基本給区分別配分表を提示し、組合員自身による

計算が可能なまでに説明していることなど、会社はすでに、相当具体的に組合に説明

しているというべきである。

従って、同10年度一時金交渉において、会社は組合からの会社配分についての明示

要求に誠実に対応していると判断され、会社の団交態度に不当労働行為は認められな

い。

(3) 一時金の会社配分が妥結内容通りに支払われていないことが、組合に対する支配介

入に当たるか。

組合は、一時金の会社配分が、組合員有資格者平均基本給×7.35か月×7.5％×組

合員有資格者数で算出される理論的な原資総額通りに支払われていないことが、妥結

内容違反に当たり、不当労働行為を構成すると主張する。

しかしながら、会社による妥結内容違反が不当労働行為になるためには、その違反

が組合との妥結内容を軽視し、組合の立場を著しく不安定にすることによって、組合

を弱体化するといえることが必要である。これを本件についてみると、下記の事情か

らして、会社が理論的な原資総額通りに一時金を支払っていないことは組合を弱体化

するとはいえない。そうすると、これが妥結内容に違反するか否かを検討するまでも

なく、平成９年度冬季一時金および同10年度一時金の支払について、不当労働行為の

成立を認めることはできない。

ア 会社の一時金は、過去20年以上にわたり会社配分を含む形で妥結、支給されてき

ていることからすると、会社が、平成９年度冬季一時金および同10年度一時金の会

社配分について、従来同様の回答を行い、従来通り支払おうとすることが格別不自

然、不合理であるとはいえない。

イ 業績査定は、各従業員について個別に行われ、平均原資との調整になじまない以

上、平均原資を月数で示したにとどまる理論的な原資総額と実際の支給総額とが完

全に一致することは想定し難い。そうすると、会社が理論的な原資総額と実際の支

給総額の差額は誤差にすぎないと考え、妥結内容に違反するものとは認識していな

かったことはやむを得ず、会社が敢えて少なく支給しようとしたとは認められない。

ウ さらに、一時金の計算は、組合員有資格者である従業員全員に対して同じ方法に

より行われており、組合の組合員についてのみ原資総額との差異が生じているので

はないから、組合の組合員を狙って妥結内容通りに支払わなかったとみることもで

きない。

【参考】

初審救済申立日 平成10年８月４日（大阪府労委平成10年(不)第48号）

初審命令交付日 平成13年２月20日

再審査申立日 平成13年３月２日


